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施設と組織の概要 

１ 施設概要 

 

名      称   杉並区立消費者センター 

所  在  地   〒167-0032 杉並区天沼三丁目１９番１６号 ウェルファーム杉並３階 

電     話  （０３）３３９８－３１４１（事 務 室） 

        (０３）３３９８－３１２１（相談専用） 

Ｆ  Ａ  Ｘ   (０３）３３９８－３１５９ 

  案  内  図                                

                        交 通 

○ JR中央線・東京メトロ丸ノ内線 

「荻窪駅」北口から徒歩10分 

○ 荻窪駅北口３番バス停から 

「荻06 中村橋駅行き」または 

「荻07 練馬駅行き」に乗車 

「ウェルファーム杉並」バス停下車 

 

                              

 

 

 開設年月日   昭和４７年１０月１１日 

（平成３０年３月２６日 ウェルファーム杉並に移転） 

開館時間、相談時間、休館日 

情報資料コーナー 
午前８時３０分～午後９時 

休館日：１２月２９日～１月３日、成人の日・山の日 

教室等・グループ 

活動室・保育室 

午前９時～午後８時 

休館日：１２月２９日～１月３日、成人の日・山の日 

事 務 室 
午前８時３０分～午後５時（相談業務は午前９時～午後４時） 

休業日：土・日曜日、祝日、１２月２９日～１月３日 
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ウェルファーム杉並（複合施設棟）・施設規模   

 

○敷地面積    2,605.34㎡ 

 

○建築面積        1,716.09㎡ 

 

○延床面積        7,402.14㎡ 

（令和 3年 4月 1日現在） 

 

 

 

                                      

 

 

  消費者センター内訳 

事務室等 延床面積  教室等 延床面積 

事務室  167.67㎡ 第１教室 73.72㎡ 

情報資料コーナー 82.22㎡ 第２教室 57.03㎡ 

相談室１ 6.60㎡ 第３教室 47.03㎡ 

相談室２ 8.40㎡ 消費生活学習室 44.75㎡ 

印刷室 19.53㎡ グループ活動室 1 20.86㎡ 

更衣室 23.61㎡ グループ活動室 2 20.79㎡ 

倉庫 45.00㎡ 保育室 33.55㎡ 

総計 650.76㎡ 

３階 平面図         

 

階 施  設 

４階 
天沼区民集会所 

杉並ボランティアセンター 

３階 

消費者センター 

在宅医療・生活支援センター 

杉並区成年後見センター 

基幹相談支援センター 

２階 
杉並福祉事務所 荻窪事務所 

杉並区社会福祉協議会 

１階 

就労支援センター 

くらしのサポ―トステーション 

子ども・子育てプラザ天沼 

B1F 駐輪場、駐車場、災害備蓄倉庫 

基幹相談 

支援 

センター 



２　職員の構成

管理課長　　　 　消費者センター所長　 　 　主査（１名）・主任（１名）　
　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　  主事（１名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   会計年度任用職員（４名）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 相談員（会計年度任用職員７名）

       （令和３年４月１日現在）

３　消費者行政施策体系図

    　　 （令和３年４月１日現在）

 計量器定期検査の事前調査

 法律に基づく製品表示立入検査

 消費生活展

 消費者センターの施設開放

 情報紙の発行

 ホームページによる情報提供

 消費者被害未然防止
 リーフレット類等の配布

 消費生活パネル展

消
　
費
　
生
　
活
　
の
　
安
　
定
　
と
　
向
　
上

 消費者教育副読本の作成

２ 消費生活情報の収集・提供

 資料等閲覧・貸出し

４ 商品テスト

５ 規格･表示･計量の適正化

６ 消費生活団体の育成･支援

 消費生活団体

 消費者グループ連絡会

 消費生活団体の学習会

 消費生活サポーター活動

 消費生活サポーター講座

３ 消費生活相談

１ 消費者教育の推進

 消費者講座

 出前講座
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1 消費者教育の推進 

 
（１） 消費者講座 

  暮らしに身近なテ－マを取り上げ、生活の一助となるように随時開催しています。 

 

＜令和２年度実施状況＞ 

№ 実施日 テ ー マ 講   師 参加人員 

１ 4月 28日 知って安心。相続の基礎  
中止 

※ 

２ 5月 19日 片づけから始める生前整理  
中止 

※ 

３ 6月 19日 サプリメントの上手なとりかた  
中止 

※ 

４ 
7月 

21日・28日 
夏休み親子消費者講座  

中止 

※ 

５ 9月 15日 災害に必要な知識と備え 
ＮＰＯ法人 日本防災士会 

世田谷支部   菊池 顕太郎 
26 

６ 10月 6日 
家計を助ける「省エネ・節電」の

ポイント 

(一財）省エネルギーセンター 

環境カウンセラー 沼田 美穂 
19 

７ 11月 11日 

＜ 連続講座 ＞ 

知っておきたい！ 

お葬式の基礎知識 

日本葬祭アカデミー教務研究室 

         二村 祐輔 
19 

８ 11月 19日 

＜ 連続講座 ＞ 

知っておきたい！ 

供養の知識とお墓選びの知恵 

日本葬祭アカデミー教務研究室 

         二村 祐輔        
17 

９ 12月 6日 
＜ 消費生活特別講座 ＞ 

一生使える台所術 

食生活研究家    

魚柄 仁之助 
46 

10 １月 21日 
あなたの住まいの安心安全チェ

ック＆リフォーム 

(一財）住まいづくりナビセンター   

村上 春奈 
13 

11 2 月 15 日 
節約にも家事ラクにもなる家の

整え方 

家事アドバイザー  

矢野 きくの 
20 

12 3 月 17 日 スパイスの魅力と効果 
東京スパイスハウス 

        川久保 美希 
25 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、4月～7月に予定していた講座は中止しました。 
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（２）出前講座 

 

消費者被害の未然防止と消費生活に関する知識の普及を目的に、消費生活相談員及び

行政職員、消費生活サポーター※等を派遣する出前講座を行っています。 

※ 消費生活サポーターとは 

区が消費生活サポーターの養成を目的に実施した講座の修了生が「消費生活サポータ

ー」として区に登録し、消費者教育の推進及び消費生活に関する普及啓発活動等を行

う消費者センターの事業協力者です。 

 
 ＜令和２年度実施状況＞   

  

消費生活サポーターの協力による出前講座 

№ 実施日 会場／対象 テ－マ 参加人員 

１  11月 15日 
荻窪地域区民センター 

／おぎくぼセンター祭来場者 

悪質商法から身を守る 

／送り付け商法、 

コントを交えたクイズ他 

40 

新型コロナウイルス感染症の影響により、１回のみの実施となりました。 
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（３）消費者教育副読本の作成  

 

  子どもたちに消費者意識の啓発を図るため、小学校５年生向けに消費者教育副読本 

「くらしと消費」を作成し、区立小学校・区内私立小学校に配布しています。 

  作成にあたっては、小学校校長・小学校副校長・済美教育センター指導主事・小学 

 校教諭等による作成委員会を設置し、内容を検討しています。 

                          

＜令和２年度副読本＞ 

  規格  Ａ４版３２ページ、オールカラー 

  内容  メインテーマ「健康で楽しいくらしのために」 

・じょうずな買い方をしましょう 

・じょうずな使い方をしましょう 

  

                       

                      

       

       

                

                         

                                             

また、中学校を卒業し一歩社会に踏み出す前に、契約の基礎知識を身につけてもらう 

ため、クイズ形式で答えられるチラシ「契約クイズ」を区立中学校３年生に配布してい 

ます。 

                                                   

   

                          



- 10 - 

２ 消費生活情報の収集・提供 

 

（１）資料等閲覧・貸出し 

   消費者の情報源として、情報資料コーナーにおいて生活関連図書の閲覧、無料貸出し

を行っています。 
 

資  料 内   容 

貸出用 図 書 
衣・食・住や経済等消費生活に関するもの 

約１，６００冊  

閲覧用 図書類 辞書・辞典・新聞・雑誌等 

※貸出し図書は、一人５点まで（貸出し期間：２週間以内、区内在住・在勤・在学に限る。） 

  

 

（２）情報紙の発行   

   「くらしの窓すぎなみ」（Ａ４判４ページ）を隔月（５月、７月、９月、11月、１月、

３月）で各 5,500部発行し、区役所の出先施設や駅スタンド・スーパーマーケット店頭等

において消費生活に役立つ情報を提供しています。 

 

また、最新の情報や役に立つお知らせを「くらしの窓すぎなみ臨時号」として、臨時

187号から 196号までの 10回(17,000部)発行し注意喚起を行いました。 

発行月 主 な 内 容 

５月 

(№316号) 

・銀行を装うメールや SMSのフィッシング詐欺に注意！ 

・消費生活サポーターコーナー「梅干し＆梅酢を取り入れた食生活を」 

７月 

(№317号) 

・消費者センターは消費者トラブルの相談、被害未然防止の消費者教育や啓発に 

取り組んでいます  

・令和元年度 消費生活相談の概要 

９月 

(№318号) 

・格安スマホに替える前に契約している携帯電話会社との違いを確認して検討 

しましょう  

・消費生活サポーターコーナー「どんな時でも防災意識を忘れずに」 

11月 

(№319号) 

・住まいのトラブルあわてないで冷静に対処しましょう  

・消費生活サポーターコーナー「住まいのエコ掃除」 

１月 

(№320号) 

・新しい生活様式 ネット通販とキャッシュレス決済利用上の注意ポイント 

・消費生活サポーターコーナー「冬を乗り切るあつあつお鍋」 

３月 

(№321号) 

・引っ越しシーズン到来！！トラブル回避のポイント！賃貸住宅の契約から 

退去まで 

・消費者グループ連絡会 2020年活動報告 
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（３）ホームページによる情報提供  

杉並区公式ホームページの特集ページ・リンク集から、消費者センターのページにア

クセスできます。当センターの案内、消費生活に関する情報提供、消費者講座の募集案

内等を行っています。 

    URL  https://www.city.suginami.tokyo.jp/shohisha/ 

                               

 

（４）消費者被害未然防止リ－フレット類等の配布   

   悪質な訪問販売、通信販売等による消費者被害を未然に防ぐため、リ－フレット類等

を作成・購入し、区民や関係機関等に配布しています。 
 

作成・購入品 作成・発行部数 主 な 配 布 方 法 等  

なみすけクリアファイル ２，０００ 講座/パネル展等 

くらしのお助けガイド２０２１ ２，５００ 区施設/窓口/パネル展等 

タオルハンカチ ３，０００ パネル展等 

 

 

（５）消費生活パネル展   

   消費者センターの周知及び消費者被害の未然防止や生活に役立つ情報等を提供するた

め、パネル展を実施しています。 
 

実施場所 実施日 主 な 内 容  

杉並区役所 １階ロビー 3月 22日～26日 

・消費者センターの事業案内 

・クーリング・オフ制度について 

・消費生活団体の活動紹介 等 
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３  消費生活相談  

  

 消費者と事業者との間に生じた契約上のトラブル、商品の安全性や品質機能に関するこ

と等、消費生活に関するさまざまな相談や苦情について、消費生活相談員等の資格をもっ

た相談員が対応しています。  

 

・受付時間     午前９時～午後４時 

          （土・日曜日、祝日、１２月２９日～１月３日を除く。） 

・相 談 員     ７名（会計年度任用職員） 

 

≪ 相 談 の 概 要 ≫ 

 

(１）相談件数 

令和２年度に受付けた相談は３，９７１件で、前年度に比べ１４６件（約３．５％）

減少しました。 

相談を区分別にみると、苦情が３，５９９件で、総件数の９０．６％を占めました。

また、受付方法別でみると、電話による相談が３，７２６件あり、総件数の９３． 

８％を占めており、来所による相談２４２件の６．１％を大きく上回りました。 

 

＜相談区分別＞ 

苦 情 問合せ 要 望 計 

３，５９９件 ３６３件 ９件 ３，９７１件 

９０．６％ ９．２％ ０．２％ １００％ 

 

＜受付方法別＞ 

電 話 来 所 文 書 計 

 ３，７２６件 ２４２件 ３件 ３，９７１件 

９３．８％ ６．１％ ０．１％ １００％ 

※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、4月、5月は来所による相談を中止しました。 
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相談件数（１０年間） 

(２）相談件数の推移 

   ここ１０年間の相談件数は、平成３０年度までは、４，０００件を超えない状況で

推移していましたが、令和元年度には４，０００件を超えました。 

   平成２９年度から３年間増加傾向にありましたが、令和２年度は減少に転じました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年度 ２３ ２４ ２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０ 元 ２ 

件数 3,669 3,577 3,829 3,927 3,986 3,713 3,518 3,943 4,117 3,971 

 

 

(３）相談の処理状況 

   相談を処理ごとにみると、助言（自主交渉含む）が２，４１４件で全体の６０．８％

を占め、情報提供、あっせん解決と続きます。 

 

＜処理状況＞ 

助言(自主交渉含む） 情報提供 あっせん解決 他機関紹介 

２，４１４件 ７７６件 ３３７件 ５８件 

６０．８％ １９．５％ ８．５％ １．５％ 

その他(処理中含む) あっせん不調 計  

３２７件 ５９件 ３，９７１件 

８．２％ １．５％ １００％ 

件数 
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(４）相談者の状況 

相談者を男女別でみると、女性が全体の５９．２％、男性が３７．２％となっています。 

なお、団体等が３．６％ありました。 

年代別では、５０歳代が一番多く、次に７０歳以上、４０歳代と続きます。 

   また、職業別では、給与生活者が４０．７％と一番多く、次に家事従事者の１６．９％

となっています。 

 

＜相談者の男女別等＞ 

女性 男性 団体等 計 

２，３５０件 １，４７７件 １４４件 ３，９７１件 

５９．２％ ３７．２％ ３．６％ １００％ 

 
 

＜相談者の年代別・男女別等＞ 

 

性別 

10歳

未満 

10歳

代 

20歳

代 

30歳

代 

40歳

代 

50歳

代 

60歳

代 

70歳

以上 

年代

不明 

団体

等 
計  

女性 0 18 254 327 414 496 299 449 93 － 2,350件 

男性 0 8 168 250 215 259 228 293 56 － 1,477件 

団体等 － － － － － － － － － 144 144件 

計 0 26 422 577 629 755 527 742 149 144 3,971件 

割合 0 0.7 10.6 14.5 15.8 19.0 13.3 18.7 3.8 3.6  100 ％ 

 

 

＜相談者の職業別＞ 

給与生活者 家事従事者 無 職 自営・自由業 学 生 

１，６１７件 ６７３件 ６４７件 ３３０件 ９５件 

４０．７％ １６．９％ １６．３％ ８．３％ ２．４％ 

企業・団体 その他(行政等) 不 明 計 

 １３２件 １０件 ４６７件 ３，９７１件 

３．３％ ０．３％ １１．８％ １００％ 

 

年代 
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(５）契約当事者の状況 

契約当事者を男女別でみると、女性が全体の５４．５％、男性が３８．８％となってい

ます。なお、性別不明が３．６％、団体等が３．１％ありました。 

年代別では、７０歳以上が一番多く、次に５０歳代、４０歳代と続きます。 

   また、職業別では、給与生活者が３８．３％と一番多く、次に無職の１８．０％となっ

ています。 

 

＜契約当事者の男女別等＞ 

女性 男性 性別不明 団体等 計 

２，１６６件 １，５３９件 １４１件 １２５件 ３，９７１件 

５４．５％ ３８．８％ ３．６％ ３．１％ １００％ 

 

＜契約当事者の年代別・男女別等＞ 

 

性別 

10歳

未満 

10歳

代 

20歳

代 

30歳

代 

40歳

代 

50歳

代 

60歳

代 

70歳

以上 

年代

不明 

年代・

性別不明 

団体

等 
計  

女性 1 41 267 308 355 374 246 477 97 － － 2,166件 

男性 1 30 189 253 217 225 215 322 87 － － 1,539件 

性別不明 0 1 2 1 1 0 1 3 － 132 － 141件 

団体等 － － － － － － － － － － 125 125件 

計 2 72 458 562 573 599 462 802 184 132 125 3,971件 

割合 0.1 1.8 11.5 14.2 14.4 15.1 11.6 20.2 4.6 3.3 3.2 100 ％ 

 

＜契約当事者の職業別＞ 

給与生活者 家事従事者 無 職 自営・自由業 学 生 

１，５１９件 ５２０件 ７１６件 ３１２件 １５３件 

３８．３％ １３．１％ １８．０％ ７．８％ ３．８％ 

企業・団体 その他(行政等) 不 明 計 

 １２３件 １件 ６２７件 ３，９７１件 

３．１％ ０．１％ １５．８％ １００％ 

 

年代 
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（６）相談の内容 

   相談内容を商品・役務別にみると、役務に関するものが全体の５２．３％（２，０７７

件）を占め、商品に関するものが全体の４５．９％（１，８２２件）ありました。なお、

その他の相談が１．８％（７２件）ありました。 

   個別の商品・役務では、昨年度と同様に、放送・コンテンツ等（ケーブルテレビ・情報

サイトに関するトラブル等）が最も多く、次に不動産貸借（賃貸住宅退去時の原状回復を

めぐる敷金精算トラブル等）が続きます。なお、他の保健衛生品（インターネットによる

マスク購入後の商品未到着トラブル等）が昨年度２９件から今年度１３８件と大幅に増加

しました。 

 

 

＜相談の多い商品・役務＞ 

（上位１０位まで） 

年度 

 

順位 

令和元年度 令和２年度 

商品・役務名 件 数 商品・役務名 件 数 

１ 
放送・コンテンツ等 

（ケーブルテレビ・情報サイト等） 
２９７ 

放送・コンテンツ等 

（ケーブルテレビ・情報サイト等） 
２９２ 

２ 
不動産貸借 

（賃貸住宅・マンション等） 
２６７ 

不動産貸借 

（賃貸住宅・マンション等） 
２７１ 

３ 健康食品 ２０５ 健康食品 １７９ 

４ インターネット通信サービス １４９ 
他の保健衛生品 

(マスク・アルコール消毒液等) 
１３８ 

５ 化粧品 １３４ 化粧品 １３６ 

６ 
移動通信サービス 

(携帯電話・移動データ通信) 
１３０ 教室・講座 １１９ 

７ 
建築工事 

(住宅建築・リフォーム等） 
１２１ インターネット通信サービス １１８ 

８ 修理・補修サービス ９１ 修理・補修サービス １１３ 

９ 教室・講座 ９１ 
移動通信サービス 

(携帯電話・移動データ通信) 
１１３ 

10 
医療サービス 

(歯科治療・美容医療等） 
８４ 

建築工事 

(住宅建築・リフォーム等） 
１１２ 
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(７）特殊販売に関する相談 

   特殊販売とは、店頭販売以外の販売方法によるもので、訪問販売、通信販売、電話勧

誘販売、マルチ・マルチまがい取引、ネガティブ・オプション、訪問購入、その他無店舗

販売（展示販売等）に区分されます｡ 

   令和２年度の特殊販売に関する相談は、２，１７２件で全相談件数に占める割合は、 

５４．７％に達しています。 

 

＜特殊販売に関する相談件数の推移＞ 

販 売 購 入 形 態 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

総受付件数 ３，９４３件 ４，１１７件 ３，９７１件 

うち特殊販売計 １，７００件 １，９６６件 ２，１７２件 

内

訳 

訪問販売 ３０２件 ３３７件 ３６８件 

通信販売 １，１８７件 １，３７８件 １，５６３件 

電話勧誘販売 １３５件 １５９件 １２５件 

マルチ･マルチまがい取引 ３２件 ５３件 ３２件 

ネガティブ・オプション※１ ８件 １１件 ６０件 

訪問購入              ※２ ２５件 ２３件 １９件 

その他無店舗販売 １１件 ５件 ５件 

※１ ネガティブ・オプションとは、注文していない商品を一方的に送りつけ、代金の支 

払いを請求する販売のこと。 

※２ 訪問購入とは、業者が消費者の自宅等を訪問し、物品を購入するいわゆる「押し買

い」のこと。 
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＜年度別消費生活相談件数の推移＞ 

                                単位：件 

昭和４７年度 258 平成元年度 1,563 平成１８年度 3,965 

昭和４８年度 634 平 成 ２年 度 1,559 平成１９年度 4,431 

昭和４９年度 732 平 成 ３年 度 1,530 平成２０年度 4,076 

昭和５０年度 923 平成４年度 1,728 平成２１年度 4,079 

昭和５１年度 824 平成５年度 1,775 平成２２年度 4,110 

昭和５２年度 820 平成６年度 1,870 平成２３年度 3,669 

昭和５３年度 560 平成７年度 2,467 平成２４年度 3,577 

昭和５４年度 535 平成８年度 3,002 平成２５年度 3,829 

昭和５５年度 584 平成９年度 3,360 平成２６年度 3,927 

昭和５６年度 591 平成１０年度 3,245 平成２７年度 3,986 

昭和５７年度 546 平成１１年度 3,605 平成２８年度 3,713 

昭和５８年度 784 平成１２年度 3,642 平成２９年度 3,518 

昭和５９年度 1,203 平成１３年度 3,987 平成３０年度 3,943 

昭和６０年度 1,433 平成１４年度 4,414 令和元年度 4,117 

昭和６１年度 1,447 平成１５年度 6,708 令和２年度 3,971 

昭和６２年度 1,332 平成１６年度 8,768   

昭和６３年度 1,362 平成１７年度 5,061   
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４ 商品テスト 

 

消費生活に係わる商品テストの受け入れをしています。  

 

＜令和２年度テスト受入件数＞  

  受入件数 

実 施 機 関 

都 
国民生活 

センター 
その他 

被服品 ０  ０  ０  ０  

住居品 ０  ０  ０  ０  

※その他 １  ０  １  ０  

計 １  ０  １  ０  

    ※その他は、教養娯楽品・保健衛生品 
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５ 規格・表示・計量の適正化 

（１）計量器定期検査の事前調査 

計量法に基づき、取引や証明に使用している計量器は、定期検査（２年毎）を受けること

が義務付けられています。 

区では、東京都計量検定所が実施する計量器の定期検査に際し、検査対象の計量器を使用

する事業所への事前調査を行い、東京都計量検定所へ報告しています。 

＜令和２年度実施状況＞ 

事前調査対象事業者数 １，０７５事業者 

新規報告事業者数 １０６事業者 

事前調査期間 令和２年９月 ８日 ～ 10月 20日 

定期検査期間 令和３年１月 12日 ～ ３月 26日 

 

（２）法律に基づく製品表示立入検査 

＜令和２年度実施状況＞ 

① 電気用品安全法に基づく立入検査結果（阿佐谷地域：令和 3年 3月実施） 

立入店舗数 調査数 違反件数 

１ １３ ０ 

② 家庭用品品質表示法に基づく立入検査結果（阿佐谷地域：令和 3年 3月実施） 

検査品目 立入店舗数 調査数 違反件数 

繊維製品 １   １４ ０ 

合成樹脂加工品 １    ３ ０ 

電気機械器具 １    ６ ０ 

雑貨工業品 １   １３ ０ 

合計  １＊  ３６ ０ 

＊ 同一店舗で複数の検査品目を検査したため、合計は検査した店舗数とした。 

③ 消費生活用製品安全法に基づく立入検査結果（阿佐谷地域：令和 3年 3月実施） 

立入店舗数 調査数 違反件数 

１ ５ ０ 

④ ガス事業法に基づく立入検査結果（阿佐谷地域：令和 3年 3月実施） 

立入店舗数 調査数 違反件数 

１ ２ ０ 

⑤ 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく立入検査結果 

（阿佐谷地域：令和 3年 3月実施） 

 

 

立入店舗数 調査数 違反件数 

１ ４ ０ 
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６  消費生活団体の育成・支援 
 

   消費生活の安定及び向上のためには、消費者の自主的な活動が必要です。消費者セン

ターでは、消費者講座受講者等に消費生活団体への参加や結成を働きかけています。ま

た、消費者活動を支援するため、学習会への講師派遣、教室等の施設の提供等を行って

います。 

 

（１）消費生活団体 

   区内で活動している消費生活団体は次のとおりです。  

（令和３年４月１日現在） 

 団 体 名 主 な 活 動 

１ 杉並区消費者の会 消費生活に関する学習 

２ 生協パルシステム東京すぎなみ委員会 消費生活に関する学習 

３ 東都生協杉並区連絡会 消費生活に関する学習 

４ 生活クラブ杉並地域協議会 消費生活に関する学習 

５ 新日本婦人の会 杉並支部 消費生活に関する学習 

６ 秋桜会 消費生活に関する学習 

７ オレンジグループ 食生活に関する学習 

８ 生協杉並の会 消費生活に関する学習、調査研究 

９ 生活クラブまちすぎなみ北運営会議 共同購入、環境活動の推進 

10 グループ・スリーＳ 
消費者教育の推進活動及び消費者生活に

関する普及啓発活動 

11 杉並大気汚染測定連絡会 区全域の NO２の測定及び啓発活動 

12 杉並区生協連絡会 消費生活に関する学習 

13 ちえのわ 消費生活や環境に関する学習と啓発活動 

14 すぎなみＰＷ＋ 消費生活や環境に関する学習と啓発活動 
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（２）消費者グループ連絡会 

    区内の各消費生活団体の代表者で構成され、各団体の活動を通じて消費者の権利を守

り、安全で豊かなくらしの実現を目的としています。 

   毎月第４木曜日を定例会とし、消費者センター・杉並保健所食品衛生担当や各団体間

の情報交換や意見交換を行っています。 

   消費者グループ連絡会を母体とし、各種審議会や協議会等にも参加しています。 

 

（３）消費生活団体の学習会 

   消費生活団体やその他、地域団体主催の学習会への講師派遣等について支援していま

す。 

＜令和２年度 学習会実施状況＞ 

実施日 テ ー マ 講  師 参加人員 

11月21日 私たちの食卓と日本の農業 
農 政 ジ ャ ー ナ リ ス ト  

榊田 みどり 
19 

1月30日 新型コロナワクチン、接種しますか？ 
フリージャーナリスト 

岡田 幹治 
30 

 

 

（４）消費生活サポーター活動 

消費生活サポーターは、消費者センターの事業協力者として、消費者教育の推進及び

消費生活に関する普及啓発活動を行っています。 

消費者センターでは、消費生活サポーターの研修会の開催や、消費生活サポーターを

出前講座講師として派遣するための支援等、消費生活サポーター活動の充実を図ってい

ます。 

コロナ禍の令和２年度は、消費生活サポーターが出前講座を１回担当しました。また、

情報紙「くらしの窓すぎなみ」（５月号・９月号・１１月号・１月号）の企画・編集への

協力等を行いました。 
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＜令和２年度 消費生活サポーター研修会実施状況＞ 

 

№ 実施日 テ ー マ 講  師 参加人員 

１ 7月 15日 

 

SNS のトラブルと上手な利用法 
（一社）EC ネットワーク 

原田 由里 
14 

２ 7月 29日 
通信・インターネット関連 

～最近の事例と対処法 

（一社）EC ネットワーク 

原田 由里 
16 

３ 9月 9日 
改正食品表示法と消費者啓発へ

の活かし方 

消費者問題研究所   

垣田 達哉 
17 

４ 10月 1日 食品添加物の基礎知識 
消費者問題研究所   

垣田 達哉 
16 

５ 12月 24日 

改正民法のポイントと預託法改

正の動き／今年の消費者問題を

振り返る 

弁護士    村 千鶴子 11 

 

 

（５）消費生活展 

荻窪地域区民センターで開催される「おぎくぼセンター祭」に出展する形で実施して

います。今年は、新型コロナウイルス感染防止の観点から実施が一日のみとなりました

が、密集・密接を避けるため、主にパネル展示と啓発物の配布を行いました。 
 

実施場所 実施日 主 な 内 容  

荻窪地域区民センター 

「おぎくぼセンター祭」 
11月 15日（日） 

・消費生活団体の活動紹介 

・消費者センターの事業案内 等 
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（６）消費者センターの施設開放 

 

消費生活団体等の活動の場として、教室等を提供しています。 

 

＜ 令和２年度 教室等利用状況 ＞ 

月 第１教室 第２教室 第３教室 
消費生活 

学習室 

グループ 

活動室 
計 

4 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 

6 4 2 2 1 0 9 

7 2 1 5 3 1 12 

8 0 0 3 1 2 6 

9 5 5 1 1 1 13 

10 1 2 6 4 1 14 

11 4 4 4 4 3 19 

12 2 2 5 5 1 15 

1 0 0 1 0 1 2 

2 2 2 2 2 1 9 

3 2 2 6 6 1 17 

計 22 20 35 27 12 116 

※ 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、4 月から 6 月初旬まで 

貸出を休止しました。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参 考 資 料 
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消費者基本法 

                       

  （昭和四十三年五月三十日法律第七十八号） 

最終改正：平成二四年八月二二日法律第六〇号  

   第一章 総則  

（目的）  

第一条  この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力等の格差にかん

がみ、消費者の利益の擁護及び増進に関し、消費者の権利の尊重及びその自立の支援その

他の基本理念を定め、国、地方公共団体及び事業者の責務等を明らかにするとともに、そ

の施策の基本となる事項を定めることにより、消費者の利益の擁護及び増進に関する総合

的な施策の推進を図り、もつて国民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とす

る。  

（基本理念）  

第二条  消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策（以下「消費者政策」という。）

の推進は、国民の消費生活における基本的な需要が満たされ、その健全な生活環境が確保

される中で、消費者の安全が確保され、商品及び役務について消費者の自主的かつ合理的

な選択の機会が確保され、消費者に対し必要な情報及び教育の機会が提供され、消費者の

意見が消費者政策に反映され、並びに消費者に被害が生じた場合には適切かつ迅速に救済

されることが消費者の権利であることを尊重するとともに、消費者が自らの利益の擁護及

び増進のため自主的かつ合理的に行動することができるよう消費者の自立を支援すること

を基本として行われなければならない。  

２  消費者の自立の支援に当たつては、消費者の安全の確保等に関して事業者による適正な

事業活動の確保が図られるとともに、消費者の年齢その他の特性に配慮されなければなら

ない。  

３  消費者政策の推進は、高度情報通信社会の進展に的確に対応することに配慮して行われ

なければならない。  

４  消費者政策の推進は、消費生活における国際化の進展にかんがみ、国際的な連携を確保

しつつ行われなければならない。  

５  消費者政策の推進は、環境の保全に配慮して行われなければならない。  

（国の責務）  

第三条  国は、経済社会の発展に即応して、前条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援

その他の基本理念にのつとり、消費者政策を推進する責務を有する。  

（地方公共団体の責務）  

第四条  地方公共団体は、第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理

念にのつとり、国の施策に準じて施策を講ずるとともに、当該地域の社会的、経済的状況

に応じた消費者政策を推進する責務を有する。 
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 （事業者の責務等）  

第五条  事業者は、第二条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にか

んがみ、その供給する商品及び役務について、次に掲げる責務を有する。  

一  消費者の安全及び消費者との取引における公正を確保すること。  

二  消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること。  

三  消費者との取引に際して、消費者の知識、経験及び財産の状況等に配慮すること。  

四  消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備等に努

め、当該苦情を適切に処理すること。  

五  国又は地方公共団体が実施する消費者政策に協力すること。  

２  事業者は、その供給する商品及び役務に関し環境の保全に配慮するとともに、当該商品

及び役務について品質等を向上させ、その事業活動に関し自らが遵守すべき基準を作成す

ること等により消費者の信頼を確保するよう努めなければならない。  

第六条 事業者団体は、事業者の自主的な取組を尊重しつつ、事業者と消費者との間に生じた

苦情の処理の体制の整備、事業者自らがその事業活動に関し遵守すべき基準の作成の支援

その他の消費者の信頼を確保するための自主的な活動に努めるものとする。  

第七条  消費者は、自ら進んで、その消費生活に関して、必要な知識を修得し、及び必要な

情報を収集する等自主的かつ合理的に行動するよう努めなければならない。  

２ 消費者は、消費生活に関し、環境の保全及び知的財産権等の適正な保護に配慮するよう努

めなければならない。  

第八条 消費者団体は、消費生活に関する情報の収集及び提供並びに意見の表明、消費者に対

する啓発及び教育、消費者の被害の防止及び救済のための活動その他の消費者の消費生活

の安定及び向上を図るための健全かつ自主的な活動に努めるものとする。  

（消費者基本計画）  

第九条  政府は、消費者政策の計画的な推進を図るため、消費者政策の推進に関する基本的

な計画（以下「消費者基本計画」という。）を定めなければならない。  

２  消費者基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。  

一  長期的に講ずべき消費者政策の大綱  

二  前号に掲げるもののほか、消費者政策の計画的な推進を図るために必要な事項  

３  内閣総理大臣は、消費者基本計画の案につき閣議の決定を求めなければならない。  

４  内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、消費者基本

計画を公表しなければならない。  

５  前二項の規定は、消費者基本計画の変更について準用する。  

（法制上の措置等）  

第十条  国は、この法律の目的を達成するため、必要な関係法令の制定又は改正を行なわな

ければならない。  

２  政府は、この法律の目的を達成するため、必要な財政上の措置を講じなければならない。  
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（年次報告） 

第十条の二 政府は、毎年、国会に、政府が講じた消費者政策の実施の状況に関する報告書

を提出しなければならない。 

   

 第二章 基本的施策  

（安全の確保）  

第十一条  国は、国民の消費生活における安全を確保するため、商品及び役務についての必

要な基準の整備及び確保、安全を害するおそれがある商品の事業者による回収の促進、安

全を害するおそれがある商品及び役務に関する情報の収集及び提供等必要な施策を講ずる

ものとする。  

（消費者契約の適正化等）  

第十二条  国は、消費者と事業者との間の適正な取引を確保するため、消費者との間の契約

の締結に際しての事業者による情報提供及び勧誘の適正化、公正な契約条項の確保等必要

な施策を講ずるものとする。  

（計量の適正化）  

第十三条  国は、消費者が事業者との間の取引に際し計量につき不利益をこうむることがな

いようにするため、商品及び役務について適正な計量の実施の確保を図るために必要な施

策を講ずるものとする。  

（規格の適正化）  

第十四条  国は、商品の品質の改善及び国民の消費生活の合理化に寄与するため、商品及び

役務について、適正な規格を整備し、その普及を図る等必要な施策を講ずるものとする。  

２  前項の規定による規格の整備は、技術の進歩、消費生活の向上等に応じて行なうものと

する。  

（広告その他の表示の適正化等）  

第十五条  国は、消費者が商品の購入若しくは使用又は役務の利用に際しその選択等を誤る

ことがないようにするため、商品及び役務について、品質等に関する広告その他の表示に

関する制度を整備し、虚偽又は誇大な広告その他の表示を規制する等必要な施策を講ずる

ものとする。  

（公正自由な競争の促進等）  

第十六条  国は、商品及び役務について消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の拡大を図

るため、公正かつ自由な競争を促進するために必要な施策を講ずるものとする。  

２  国は、国民の消費生活において重要度の高い商品及び役務の価格等であつてその形成に

つき決定、認可その他の国の措置が必要とされるものについては、これらの措置を講ずる

に当たり、消費者に与える影響を十分に考慮するよう努めるものとする。  

（啓発活動及び教育の推進）  

第十七条  国は、消費者の自立を支援するため、消費生活に関する知識の普及及び情報の提
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供等消費者に対する啓発活動を推進するとともに、消費者が生涯にわたつて消費生活につ

いて学習する機会があまねく求められている状況にかんがみ、学校、地域、家庭、職域そ

の他の様々な場を通じて消費生活に関する教育を充実する等必要な施策を講ずるものとす

る。  

２  地方公共団体は、前項の国の施策に準じて、当該地域の社会的、経済的状況に応じた施

策を講ずるよう努めなければならない。  

（意見の反映及び透明性の確保）  

第十八条  国は、適正な消費者政策の推進に資するため、消費生活に関する消費者等の意見

を施策に反映し、当該施策の策定の過程の透明性を確保するための制度を整備する等必要

な施策を講ずるものとする。  

（苦情処理及び紛争解決の促進）  

第十九条  地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者と消費者との間に生じた苦情が専門

的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあつせん等に

努めなければならない。この場合において、都道府県は、市町村（特別区を含む。）との連

携を図りつつ、主として高度の専門性又は広域の見地への配慮を必要とする苦情の処理の

あつせん等を行うものとするとともに、多様な苦情に柔軟かつ弾力的に対応するよう努め

なければならない。  

２  国及び都道府県は、商品及び役務に関し事業者と消費者との間に生じた苦情が専門的知

見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、人材の確保及び資質の向上その

他の必要な施策（都道府県にあつては、前項に規定するものを除く。）を講ずるよう努めな

ければならない。  

３  国及び都道府県は、商品及び役務に関し事業者と消費者との間に生じた紛争が専門的知

見に基づいて適切かつ迅速に解決されるようにするために必要な施策を講ずるよう努めな

ければならない。  

（高度情報通信社会の進展への的確な対応）  

第二十条  国は、消費者の年齢その他の特性に配慮しつつ、消費者と事業者との間の適正な

取引の確保、消費者に対する啓発活動及び教育の推進、苦情処理及び紛争解決の促進等に

当たつて高度情報通信社会の進展に的確に対応するために必要な施策を講ずるものとする。  

（国際的な連携の確保）  

第二十一条  国は、消費生活における国際化の進展に的確に対応するため、国民の消費生活

における安全及び消費者と事業者との間の適正な取引の確保、苦情処理及び紛争解決の促

進等に当たつて国際的な連携を確保する等必要な施策を講ずるものとする。  

（環境の保全への配慮）  

第二十二条  国は、商品又は役務の品質等に関する広告その他の表示の適正化等、消費者に

対する啓発活動及び教育の推進等に当たつて環境の保全に配慮するために必要な施策を講

ずるものとする。  
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（試験、検査等の施設の整備等）  

第二十三条  国は、消費者政策の実効を確保するため、商品の試験、検査等を行う施設を整

備し、役務についての調査研究等を行うとともに、必要に応じて試験、検査、調査研究等

の結果を公表する等必要な施策を講ずるものとする。  

 

   第三章 行政機関等  

（行政組織の整備及び行政運営の改善）  

第二十四条  国及び地方公共団体は、消費者政策の推進につき、総合的見地に立つた行政組

織の整備及び行政運営の改善に努めなければならない。  

（国民生活センターの役割）  

第二十五条  独立行政法人国民生活センターは、国及び地方公共団体の関係機関、消費者団

体等と連携し、国民の消費生活に関する情報の収集及び提供、事業者と消費者との間に生

じた苦情の処理のあつせん及び当該苦情に係る相談、事業者と消費者との間に生じた紛争

の合意による解決、消費者からの苦情等に関する商品についての試験、検査等及び役務に

ついての調査研究等、消費者に対する啓発及び教育等における中核的な機関として積極的

な役割を果たすものとする。  

（消費者団体の自主的な活動の促進）  

第二十六条  国は、国民の消費生活の安定及び向上を図るため、消費者団体の健全かつ自主

的な活動が促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。  

 

   第四章 消費者政策会議等  

（消費者政策会議）  

第二十七条  内閣府に、消費者政策会議（以下「会議」という。）を置く。  

２  会議は、次に掲げる事務をつかさどる。  

一  消費者基本計画の案を作成すること。  

二  前号に掲げるもののほか、消費者政策の推進に関する基本的事項の企画に関して審議

するとともに、消費者政策の実施を推進し、並びにその実施の状況を検証し、評価し、及

び監視すること。  

３  会議は、次に掲げる場合には、消費者委員会の意見を聴かなければならない。  

一  消費者基本計画の案を作成しようとするとき。  

二  前項第二号の検証、評価及び監視について、それらの結果の取りまとめを行おうとす

るとき。  

第二十八条  会議は、会長及び委員をもつて組織する。  

２  会長は、内閣総理大臣をもつて充てる。  

３  委員は、次に掲げる者をもつて充てる。  

一  内閣府設置法 （平成十一年法律第八十九号）第十一条の二 の規定により置かれた特
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命担当大臣  

二  内閣官房長官、関係行政機関の長及び内閣府設置法第九条第一項 に規定する特命担当

大臣（前号の特命担当大臣を除く。）のうちから、内閣総理大臣が指定する者  

４  会議に、幹事を置く。  

５  幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。  

６  幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。  

７  前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。  

（消費者委員会）  

第二十九条  消費者政策の推進に関する基本的事項の調査審議については、この法律による

ほか、消費者庁及び消費者委員会設置法 （平成二十一年法律第四十八号）第六条 の定め

るところにより、消費者委員会において行うものとする。  

   附 則 抄  

１  この法律は、公布の日から施行する。  

   附 則 （昭和五八年一二月二日法律第七八号）  

１  この法律（第一条を除く。）は、昭和五十九年七月一日から施行する。  

２  この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律

の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政

令（以下「関係政令」という。）の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経

過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、

政令で定めることができる。  

   附 則 （平成一一年七月一六日法律第一〇二号） 抄  

（施行期日） 

第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律（平成十一年法律第八十八号）の施行の

日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  

二  附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十

条の規定 公布の日  

（職員の身分引継ぎ） 

第三条  この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、

農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省（以下この条におい

て「従前の府省」という。）の職員（国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第八

条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会

長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。）である者は、別に

辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、

法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省

若しくは環境省（以下この条において「新府省」という。）又はこれに置かれる部局若しく

は機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる
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部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定め

るものの相当の職員となるものとする。  

 

（別に定める経過措置） 

第三十条  第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経

過措置は、別に法律で定める。  

   附 則 （平成一六年六月二日法律第七〇号） 抄  

（施行期日） 

１  この法律は、公布の日から施行する。  

（検討） 

２  消費者政策の在り方については、この法律の施行後五年を目途として検討が加えられ、

その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。  

   附 則 （平成二〇年五月二日法律第二七号） 抄  

（施行期日） 

第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

から施行する。  

   附 則 （平成二一年六月五日法律第四九号） 抄  

（施行期日） 

第一条  この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法（平成二十一年法律第四十八号）の

施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行

する。  

一  附則第九条の規定 この法律の公布の日  

（罰則の適用に関する経過措置） 

第八条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によること

とされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお

従前の例による。  

（政令への委任） 

第九条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措

置（罰則に関する経過措置を含む。）は、政令で定める。  

   附 則 （平成二四年八月二二日法律第六〇号） 

 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施

行する。 

〔平成二四年一二月政令二九三号により、平成二四・一二・一三から施行〕 
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杉並区立消費者センター条例 

昭和47年９月28日 

条例第27号 

（設置） 

第１条 区民の消費生活の安定及び向上を図るため、杉並区立消費者センター（以下「消費

者センター」という。）を杉並区天沼三丁目19番16号に設置する。 

一部改正〔平成29年条例26号〕 

（事業） 

第２条 消費者センターは、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。 

(１) 消費者教育に関すること。 

(２) 消費生活に係る相談及び苦情の処理に関すること。 

(３) 消費生活に係る情報の収集及び提供に関すること。 

(４) 消費者安全法（平成21年法律第50号。以下「法」という。）第２条第５項に規定す

る消費者事故等の発生に関する情報の交換に関すること。 

(５) 関係機関との連絡調整に関すること。 

(６) 生活物資の簡易な試験に関すること。 

(７) 消費者団体に関すること。 

(８) 消費者センター施設の使用に関すること。 

(９) 生活物資の流通対策に関すること。 

(10) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めた事業 

一部改正〔平成28年条例19号〕 

（休館日及び開館時間） 

第２条の２ 消費者センターの休館日及び開館時間は、規則で定める。 

追加〔平成28年条例19号〕、一部改正〔平成29年条例26号〕 

（消費生活相談を行う日及び時間） 

第２条の３ 法第10条の３第２項に規定する消費生活相談を行う日及び時間は、規則で定め

る。 

追加〔平成28年条例19号〕、一部改正〔平成29年条例26号〕 

（使用手続等） 

第３条 消費者センターの施設を使用しようとする者は、規則の定めるところにより、区長

の承認を受けなければならない。 

２ 区長は、次の各号の一に該当すると認めるとき、および第１条の目的を達成するについ

て不適当と認めるときは、前項の承認をしない。 

(１) 消費者の健全な活動を阻害するおそれがあるとき。 

(２) 営利を目的とするものであるとき。 

(３) 消費者センターの管理上支障があるとき。 
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（使用料） 

第４条 消費者センターの施設の使用については、無料とする。 

（使用権の譲渡等の禁止） 

第４条の２ 第３条第１項の規定による使用の承認を受けた者は、使用の権利を譲渡し、又

は転貸してはならない。 

（設備の変更禁止） 

第４条の３ 消費者センターを使用する者（以下「使用者」という。）は、その施設に特別

の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を受けたとき

は、この限りでない。 

（使用承認の取消し等） 

第５条 区長は、次の各号の一に該当するときは、使用の承認を取り消し、または使用を制

限し、若しくは停止することができる。 

(１) 使用目的に違反して使用したとき。 

(２) この条例または区長の指示に違反したとき。 

(３) 災害その他の事故により使用ができなくなつたとき。 

(４) 工事その他管理上の都合により区長が特に必要と認めたとき。 

（原状回復の義務） 

第６条 使用者は、消費者センターの施設等の使用を終了したとき、又は前条の規定により

使用の承認を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、速やかに使用施設等を原状

に回復しなければならない。 

（損害賠償の義務） 

第７条 使用者は、消費者センターの施設等に損害を与えた場合は、区長が相当と認める損

害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない事由があると認めるとき

は、その額を減額し、または免除することができる。 

（職員） 

第８条 消費者センターに消費者センターの事務を掌理する所長を置く。 

２ 消費者センターに法第10条の３第１項に規定する消費生活相談員資格試験（以下「試

験」という。）に合格した者（不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法

律（平成26年法律第71号）附則第３条の規定により試験に合格した者とみなされる者を含

む。）を消費生活相談員として置く。 

３ 前２項に定めるもののほか、消費者センターに必要な職員を置く。 

追加〔平成28年条例19号〕 

（消費生活相談員の人材及び処遇の確保） 

第９条 区長は、消費生活相談員の専門性に鑑み、適切な人材及び処遇の確保に必要な措置

を講じなければならない。 

追加〔平成28年条例19号〕 
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（職員に対する研修） 

第10条 区長は、消費者センターの職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保

しなければならない。 

追加〔平成28年条例19号〕 

（情報の安全管理） 

第11条 区長は、消費者センターの事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損

の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

追加〔平成28年条例19号〕 

（委任） 

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 

一部改正〔平成28年条例19号〕 

付 則 

この条例は、昭和47年10月11日から施行する。 

附 則（昭和50年３月25日条例第36号） 

この条例は、昭和50年４月１日から施行する。 

附 則（平成16年３月19日条例第５号） 

この条例は、平成16年４月１日から施行する。 

附 則（平成26年10月14日条例第24号）抄 

１ この条例は、平成26年12月19日（以下「施行日」という。）から施行する。（後略） 

附 則（平成28年３月16日条例第19号） 

この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年10月13日条例第26号） 

１ この条例は、平成30年３月26日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から、附

則第３項の規定は同月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の杉並区立消費者センター条例第３条第１項に規定する施設の使

用の承認に必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。 

３ 杉並区行政財産使用料条例（昭和50年杉並区条例第44号）の一部を次のように改正す

る。 

〔次のよう〕略 

４ 杉並区立児童青少年センター及び児童館条例（昭和45年杉並区条例第25号）の一部を次

のように改正する。 

〔次のよう〕略 



- 37 -  

杉並区立消費者センター条例施行規則 

昭和47年９月28日 

規則第38号 

（目的） 

第１条 この規則は、杉並区立消費者センター条例（昭和47年杉並区条例第27号。以下「条

例」という。）の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。 

（消費生活相談を行う日及び時間） 

第２条 条例第２条の３に規定する消費生活相談を行う日及び時間は、月曜日から金曜日ま

で（国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。）に規定

する休日及び第８条に規定する休館日を除く。）の午前９時から午後４時までとする。た

だし、区長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。 

追加〔平成28年規則79号〕、一部改正〔平成29年規則69号・30年４号〕 

（消費者センターの施設） 

第３条 条例第３条第１項の区長の承認を受けなければならない杉並区立消費者センター

（以下「消費者センター」という。）の施設は、教室、消費生活学習室及びグループ活動

室（以下「教室等」という。）とする。 

一部改正〔平成26年規則70号・29年69号・30年４号〕 

（使用することができる者） 

第４条 教室等を使用することができる者は、次に掲げる要件に該当し、別に定めるところ

により区長の登録を受けた団体とする。 

(１) 条例第１条の目的を達成するために活動していること。 

(２) 構成員が５人以上であること。 

(３) 構成員の３分の２以上が区内に住所を有し、又は区内の事務所若しくは事業所に勤

務し、区内の学校に在学し、若しくは区内の団体に所属していること。 

(４) 代表者が区内に住所を有し、又は区内の事務所若しくは事業所に勤務し、区内の学

校に在学し、若しくは区内の団体に所属していること。 

(５) 前３号に該当することを示し、かつ、構成員全員の氏名を記載した名簿を備えてい

ること。 

(６) 規約、定款その他これらに相当するものを定めていること。 

(７) 営利を目的としないこと。 

２ 前項に定める者のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、教室等を使用することが

できる。 

(１) 消費者センターの運営上、使用することが適当であると区長が認める団体 
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(２) 区民の消費生活の安定及び向上を図るために必要であると区長が認める者 

一部改正〔平成29年規則69号〕 

（使用の申請） 

第５条 条例第３条第１項の規定に基づき、教室等を使用しようとする者は、別表第１に定

める使用の申請期間内に使用申請書（第１号様式）を区長に提出しなければならない。 

一部改正〔平成26年規則70号・29年69号〕 

（使用の承認） 

第６条 前条の規定による申請があつたときの使用の承認は、申請の順序とする。ただし、

同時に申請があつたときは、くじで決める。 

２ 区長は、教室等の使用を承認したときは、使用承認書（第２号様式）を交付する。 

一部改正〔平成26年規則70号・29年69号〕 

（使用の取消し） 

第７条 使用の承認を受けた者（以下「使用者」という。）が使用の取消しをしようとする

ときは、使用承認取消申請書（第３号様式）に使用承認書を添えて、区長に提出しなけれ

ばならない。 

一部改正〔平成26年規則70号・29年69号〕 

（休館日） 

第８条 消費者センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、区長が特に必要と認めた

ときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。 

(１) 祝日法第２条に規定する成人の日及び山の日 

(２) １月１日から同月３日まで 

(３) 12月29日から同月31日まで 

一部改正〔令和３年規則42号〕 

（開館時間等） 

第９条 消費者センターの開館時間は、午前８時30分から午後９時までとする。ただし、区

長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。 

２ 消費者センターの施設の使用時間は、別表第２のとおりとする。ただし、区長が特に必

要と認めたときは、これを変更することができる。 

３ 使用者が教室等の使用時間を延長しようとするときは、使用時間延長申請書（第４号様

式）を区長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、使用の申請を行うときに限

り、使用申請書をもつて使用時間延長申請書に代えることができる。 

一部改正〔平成26年規則70号・29年69号・30年４号〕 

（行為の禁止） 
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第10条 消費者センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。 

(１) 所定の場所以外において火気を使用すること。 

(２) 許可なくして飲食物その他の物品を販売すること。 

(３) 許可なくして広告物を掲示し、又は配布すること。 

(４) 他人が嫌悪し、又は他人の迷惑となるような服装若しくは行為をすること。 

(５) 許可なくして他の室に入ること。 

(６) その他区長が管理上必要と認めて禁止した事項 

付 則 抄 

（施行期日） 

１ この規則は、昭和47年10月11日から施行する。 

付 則（昭和48年９月22日規則第35号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（昭和57年４月１日規則第32号） 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成元年３月31日規則第24号） 

１ この規則は、平成元年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、現に存する用紙については、その残存期間取り繕つてこれを使用

することができる。 

附 則（平成４年６月26日規則第55号） 

この規則は、平成４年７月１日から施行する。 

附 則（平成５年９月30日規則第80号） 

１ この規則は、平成５年10月１日から施行する。 

２ この規則による改正前の東京都杉並区立消費者センター条例施行規則の規定により調製

した用紙で、この規則の施行の際現存するものについては、当分の間、所要の修正を加え

てこれを使用することができる。 

附 則（平成12年３月31日規則第30号） 

１ この規則は、平成12年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の杉並区立消費者センター条例施行規則の

様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができ

る。 

附 則（平成16年３月31日規則第28号） 

この規則は、平成16年４月１日から施行する。 

附 則（平成16年５月31日規則第50号） 
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この規則は、平成16年６月１日から施行する。 

附 則（平成26年10月１日規則第70号） 

１ この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第３の改正規定は、平成27年１月１

日から施行する。 

２ この規則による改正後の杉並区立消費者センター条例施行規則第１号様式から第３号様

式までは、平成27年１月１日以後の使用に係る申請について適用し、同日前の使用に係る

申請については、なお従前の例による。 

附 則（平成27年３月13日規則第４号） 

１ この規則は、平成27年３月15日から施行する。 

２ この規則の施行の際、この規則による改正前の杉並区立消費者センター条例施行規則第

２号様式及び第３号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使

用することができる。 

附 則（平成28年３月31日規則第79号） 

この規則は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成29年12月15日規則第69号） 

１ この規則は、平成30年１月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、同年２月28日

から施行する。 

２ この規則の施行の際、第１条の規定による改正前の杉並区立消費者センター条例施行規

則第２号様式から第５号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加

え、なお使用することができる。 

附 則（平成30年１月25日規則第４号） 

１ この規則は、平成30年３月26日（以下「施行日」という。）から施行する。ただし、第

１号様式及び第２号様式の改正規定並びに次項及び附則第３項の規定は、同年１月27日か

ら施行する。 

２ この規則による改正後の杉並区立消費者センター条例施行規則（以下「新規則」とい

う。）第３条に規定する消費生活学習室の使用の承認に必要な準備行為は、施行日前にお

いても行うことができる。 

３ 新規則第１号様式及び第２号様式の規定は、施行日以後の使用に係る申請について適用

し、同日前の使用に係る申請については、なお従前の例による。 

附 則（令和３年３月31日規則第42号） 

この規則は、令和３年４月１日から施行する。 

別表第１（第５条関係） 
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 種別 使用の申請期間  

 

区分 

区が自ら行政目的のために使

用するとき又は区長が特に必

要と認めるとき。 

第４条に規定する者が使用す

るとき。 

 

 教室等 使用日の４月前の日の午前８

時30分から使用日まで 

使用日の属する月の２月前の

月の27日の午前８時30分から

使用日まで 

 

付記 使用の申請期間の初日が休館日であるときは、特に定めがない限り、その日後その

日に最も近い休館日でない日を使用の申請期間の初日とする。 

一部改正〔平成26年規則70号・29年69号〕 

別表第２（第９条関係） 

  

 区分 使用時間  

 教室等 午前（午前９時から

正午まで） 

午後（午後１時から

午後５時まで） 

夜間（午後６時から

午後８時まで） 

 

 情報資料コーナー 午前８時30分から午後９時まで  

 教室等及び情報資料コー

ナーを除く全室 

午前８時30分から午後５時まで（日曜日及び土曜日並びに祝日法

に規定する休日を除く。） 

 

付記 

１ 使用時間は、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。 

２ 教室等の使用時間を延長して午前、午後及び夜間の中間時間又は夜間後の時間を使

用する場合は、管理上支障がない限り１時間を限度として使用を承認する。 

全部改正〔平成30年規則４号〕 

様式（略） 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

この印刷物は庁内印刷したものです。 

 

 

杉並区の消費者行政 

 

令和２年度版 

 

令和３年１０月発行 

 

編集・発行 杉並区区民生活部管理課消費者センター 

 

〒167-0032 杉並区天沼３丁目１９番１６号 

ウェルファーム杉並３階 

℡（０３）３３９８－３１４１ 

 

☆杉並区のホームページでご覧になれます。

https://www.city.suginami.tokyo.jp 

登録印刷物番号 

０３－００４７   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	P00 表紙
	p0 目次
	P1～2　施設概要
	P3 職員構成　体系図
	P4 白紙ページ
	P5 事業の概要
	P6 白紙ページ
	P7  消費者教育の推進_
	P8 出前講座実績
	P9 副読本及び契約クイズ
	P10～11  消費生活情報の収集・提供
	P12～18  消費生活相談
	P19　商品テスト
	P20  規格・表示・計量の適正化
	P21～23 消費生活団体の育成・支援 
	P24 消費者センターの施設開放
	P25 参考資料 
	P26 白紙ページ
	P27~33　消費者基本法
	P34~36 消費者センター条例 
	P37~41　 消費者センター条例施行規則
	P99 裏表紙

